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近
世
連
捷
江
戸
歌
壇
史
究
明
の
第
一
段
階
と
し
て
、
筆
者
は
冷
泉
派
の
代
表

で
あ
る
奥
坊
主
成
島
信
遍
の
年
譜
作
成
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
一
部
は
既
に
発

表
し
た
（
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
e
〈
「
江
戸
時
代
文
学
誌
』
第
六
号
平

成
元
年
三
月
 
続
稿
予
定
〉
）
。
し
か
し
逐
年
の
年
譜
形
式
と
い
う
一
元
的
な

方
法
で
は
、
多
面
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
の
文
人
像
を
十
全
に
と
ら
え
難
い
憾

み
が
残
る
。
年
譜
に
織
り
込
ん
で
ゆ
く
文
献
も
、
そ
の
本
来
の
資
料
性
が
捨
象

さ
れ
て
成
立
年
代
の
一
点
の
み
が
抽
象
さ
れ
る
と
い
う
甚
だ
不
本
意
な
扱
い
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
最
も
端
的
な
例
が
、
こ
こ
に
初
め
，
て
全

文
を
紹
介
す
る
『
芙
蓉
楼
玉
屑
」
で
あ
っ
た
。

 
実
は
筆
者
は
幾
度
か
こ
の
資
料
を
部
分
的
に
引
用
し
て
来
た
（
拙
稿
「
江

戸
冷
泉
門
と
成
島
信
遍
」
 
〈
『
近
世
文
藝
』
第
四
十
四
号
 
昭
和
六
十
一
年
六

月
〉
、
同
「
風
雅
和
歌
集
の
復
権
-
江
戸
冷
泉
派
歌
論
断
章
i
」
 
〈
『
日
本
文
学

研
究
」
第
二
十
五
号
 
平
成
元
年
十
一
月
〉
）
が
、
・
経
学
者
・
詩
人
・
歌
人
・

教
訓
家
信
遍
の
文
学
観
・
道
徳
観
を
語
っ
た
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
著
述
で
あ
る

本
書
を
ほ
ん
の
一
部
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
論
の
過
程
に
沿
う
形
で
し
か
紹

介
し
な
い
事
に
あ
る
種
の
も
ど
か
し
さ
を
抱
き
続
け
た
。
こ
の
度
全
文
翻
刻
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
最
後
に
信
遍
の
教
訓
家
と
し
て
の
側
面
を
重
点
的
に
採
り

上
げ
た
、
や
や
詳
細
な
解
題
を
付
す
つ
も
り
で
い
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
で

翻
刻
・
解
題
を
（
上
）
（
申
）
（
下
）
の
三
回
に
分
載
せ
ざ
る
を
得
ず
、
閲
読
の

便
と
い
う
点
で
は
い
さ
さ
か
不
都
合
な
形
式
と
な
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ

春
た
い
。

 
本
書
の
翻
刻
紹
介
を
御
許
可
下
さ
っ
た
川
越
市
立
図
書
館
、
同
館
長
四
元
宵

氏
、
本
書
に
つ
き
御
教
示
を
得
た
中
野
三
敏
先
生
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

る
。

凡
 
 
三

一、

ｿ
字
は
明
ら
か
な
字
画
の
誤
ま
り
を
正
し
「
之
」
を
「
也
」
に
改
め
た
以

外
は
原
本
通
り
の
字
体
と
し
た
。
異
体
字
・
正
字
・
略
字
の
類
も
す
べ
て
原

本
の
ま
ま
に
書
き
分
け
た
。

、
平
仮
名
は
現
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。
片
仮
名
は
、
平
仮
名
の
意
識
で
書

か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
二
」
 
「
ハ
」
 
「
ミ
」
を
平
仮
名
に
直
し
た
以
外
、
す

べ
て
原
本
通
り
に
生
か
し
た
。
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一、

x
字
は
原
本
通
り
と
し
た
。

一、

K
宜
濁
点
を
施
し
た
。

一、

ﾒ
鼎
卿
の
叙
に
は
朱
、
山
岡
凌
明
の
殿
に
は
墨
の
句
点
が
施
し
て
あ
る
以

外
に
、
本
文
中
に
は
一
切
の
句
読
点
が
な
い
。
鼎
卿
叙
、
凌
明
駿
の
句
点
は

そ
の
ま
ま
生
か
し
、
本
文
中
に
は
適
宜
句
読
点
を
施
し
た
。

一、

ｩ
消
は
そ
の
ま
ま
示
し
た
。

一、

髢
n
に
よ
る
訂
正
は
、
訂
正
後
の
形
を
掲
出
し
、
訂
正
さ
れ
た
部
分
に
傍

線
と
通
し
番
号
を
付
し
て
後
に
注
で
訂
正
の
実
際
を
記
し
た
。
上
が
原
態
、

下
が
訂
正
で
あ
る
。

一、

^
問
の
箇
所
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

一、

?
s
は
原
本
に
従
っ
た
が
、
平
出
の
類
は
無
視
し
た
。

一、

嚠
ﾚ
り
は
、
」
 
（
ー
オ
）
の
ご
と
く
記
し
た
。

芙
蓉
櫻
玉
屑
 
」
（
表
紙
）

（
遊
紙
）
 
」
（
ー
オ
）
（
ー
ウ
）

芙
蓉
橦
玉
屑
序
 
［
細
葱
墨

（
印
）

團
（
印
）

経
濟
之
術
廣
莫
哉
蓋
泥
乎
古
者
或
膠
柱
占
子
今
回
無
綱
紀
葬
亦
不
世
中
道
在
人

也
師
道
一
起
聖
人
之
道
三
門
臆
逞
家
言
以
奪
耳
観
堅
臼
之
角
章
句
之
立
直
齪
干

一
時
之
聲
者
何
邊
敢
事
不
朽
之
事
乎
是
故
後
世
之
學
禽
特
経
路
之
眼
華
而
不
尽
、

 
其
甚
者
漁
人
忍
野
知
焉
君
子
固
窮
焉
呼
聖
者
而
為
之
群
断
断
乎
詰
國
政
填
填

乎
益
恣
雅
此
之
随
隣
組
拘
拘
一
伎
儒
也
何
異
動
管
守
閣
哉
雅
」
（
2
オ
）
儒
不
平
退

編
百
姓
則
百
姓
之
経
紀
也
郷
倉
和
焉
州
里
化
焉
無
出
無
塵
以
施
有
政
 
不
可
同

日
而
論
此
無
官
故
所
由
者
異
也
錐
詩
書
触
錐
禮
樂
廃
故
塁
可
述
蕾
章
可
馬
前
王

之
道
三
王
是
織
斑
君
子
京
大
小
人
塁
小
躍
道
膝
行
之
無
所
不
行
也
仲
忌
日
我
未

見
力
不
足
者
単
動
由
斯
道
乎
我
錦
江
先
生
多
聞
鼻
唄
身
賊
乱
之
既
仕
五
世
之
」

（
2
ウ
）
朝
主
事
干
回
書
府
従
容
進
言
所
言
以
試
是
以
窺
萬
機
因
老
工
・
當
世
之
務
焉

嘗
語
二
一
二
子
日
讐
如
画
龍
 
奇
巧
則
有
心
龍
不
龍
馬
何
昏
昏
其
訣
而
不
知
其
眞

五
采
愈
精
失
眞
愈
遠
是
徒
有
心
美
観
而
無
心
妙
計
者
財
況
學
文
之
方
不
可
不
察

焉
思
索
不
梱
偏
則
百
為
必
失
眞
世
態
之
無
極
事
物
騒
然
聖
人
不
旧
俗
回
教
抑
有

由
哉
不
張
質
的
則
弓
矢
向
弓
庭
乎
於
是
観
工
・
」
（
3
オ
）
朝
澤
工
・
野
切
問
近
思
實
事

求
是
槽
然
不
敢
休
諭
弟
子
亦
然
啓
嚢
如
響
使
欲
罷
不
能
焉
弟
子
毎
請
益
或
書
授

之
既
而
及
籔
篇
我
友
仲
葵
請
而
編
績
之
乃
語
余
日
徳
之
難
成
者
育
才
之
難
也
育

才
之
難
者
乃
澤
所
由
之
難
也
匿
之
則
書
干
斯
不
睦
則
不
可
法
焉
依
人
才
而
上
下

之
能
與
世
優
仰
疎
潤
而
無
遺
漏
者
先
生
之
教
謳
也
是
散
儒
所
以
迂
遠
而
庸
人

所
」
（
3
ウ
）
以
瞑
眩
也
渉
然
示
於
人
則
為
人
所
抵
悟
下
士
聞
道
大
笑
之
不
若
巻
而

懐
之
耳
余
日
然
尖
錐
然
不
得
其
門
而
入
焉
窺
見
室
家
之
好
乎
不
倦
之
謳
施
之
同

心
何
不
可
之
有
語
日
述
而
不
作
是
則
先
生
之
口
實
也
先
生
何
作
哉
由
此
観
之
先

生
之
言
翻
先
聖
之
遺
文
也
我
人
府
然
従
事
於
斯
量
帝
反
三
隅
乎
五
寸
之
矩
蓋
天

下
之
方
」
（
4
オ
）
者
也
今
也
吾
子
勉
強
子
此
役
則
吾
亦
爲
子
木
鐸
於
道
路
焉
遂
記

其
言
謹
題
三
三
云
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寳
暦
丁
丑
春
三
月

眠
嶽
 
藤
原
安
卿
濟
明
謹
誌

芙
蓉
檎
玉
屑
叙

安
豊

障
一

（
印
）

水山

長高

上
馬

善
業

（
印
）

（
印
）」

（
4
ウ
）

服
者
徳
之
表
也
。
変
覧
敬
逼
帯
裳
幅
馬
衡
沈
絃
艇
。
昭
其
度
。
貴
賎
尊
卑
。
分

其
制
。
古
之
道
也
。
有
道
者
。
必
有
服
焉
。
有
道
有
服
之
上
也
。
有
道
無
冠
之

次
也
。
無
道
信
服
又
其
次
也
。
威
無
規
爲
衆
人
。
徳
充
塞
子
我
。
服
從
來
干

彼
。
是
以
当
路
之
纒
砲
。
不
恥
其
徳
也
。
徳
者
」
バ
5
オ
）
由
學
。
學
者
成
浮
力
與

師
友
。
讐
諸
金
。
金
地
金
乎
。
就
礪
則
利
。
礪
也
不
可
得
而
一
。
人
心
如
面
。

小
人
強
之
。
君
子
器
之
。
故
學
在
韓
師
。
吾
錦
江
先
生
其
人
邪
。
先
生
歴
事
五

朝
。
既
已
五
拾
有
年
。
 
一
日
論
策
乱
暴
。
博
聞
強
志
。
以
好
士
。
聰
明
敏
達
。

以
三
三
。
L
（
5
ウ
）
有
道
有
服
。
可
謂
服
構
其
人
焉
。
是
以
想
見
風
采
者
。
醸

糧
而
趣
之
。
先
生
謳
而
不
寝
。
玉
継
歯
諸
。
益
者
諸
諸
。
教
謳
下
生
。
風
諭
斯

長
。
所
以
有
遺
言
也
。
問
者
不
用
其
意
。
再
々
寄
進
。
猶
儒
者
之
墜
車
其
爲
不

知
者
也
。
鼎
卿
在
一
堂
黒
黒
。
無
徳
無
痛
。
如
縮
小
醜
草
。
且
弱
冠
好
侠
。
古

社
兄
濟
鼠
害
之
。
遂
」
（
6
オ
）
蒙
時
雨
之
化
者
十
丁
年
。
未
知
所
以
報
師
兄
。
焦

．
紳
休
楊
焉
耳
b
貴
不
若
盛
桑
餓
夫
者
乎
。
先
生
毎
語
。
日
吾
無
識
量
。
吾
無
是

非
。
唯
若
稽
古
。
如
是
己
。
退
而
風
負
。
夫
尭
舜
無
爲
治
者
。
其
猶
若
桜
邪
。

乃
潜
心
干
先
生
。
不
知
手
之
並
足
之
躇
。
嘆
日
有
精
哉
。
」
（
6
ウ
）
先
生
断
輪
里

道
邪
。
玉
澤
。
後
死
者
幸
也
。
宏
量
眠
滅
。
所
以
集
此
書
也
，
所
願
余
。
亦
服
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市
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1
翻
刻
と
解
題
1

其
服
。
冠
其
冠
。
其
言
微
諸
心
焉
。

爲
龍
服
。
服
之
数
年
。
不
薇
回
船
。

絵
旧
記
爾
。
因
名
日
玉
屑
。

寳
暦
丙
子
冬
十
一
月
」
（
7
オ
）

聞
之
。
龍
而
魚
服
。
人
侮
之
。
吾
早
言
而

以
可
免
爲
衆
人
西
諺
者
也
。
此
書
也
。
談

梅
嶺
 
辻
鼎
卿
仲
菱
謹
識

鼎
印
卿
一
（
・
）

仲
菱

源
氏

H
」
（
7
ウ
）

 
慮
世
訓
示
蒙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
源
鼎
卿
校
訂

古
聖
人
の
道
孔
子
に
折
衷
す
。
薫
れ
共
位
を
え
給
は
ず
。
ロ
バ
と
り
て
萬
世
に
傳

へ
給
ふ
。
上
面
犠
氏
に
権
輿
し
発
舜
を
祖
述
し
文
武
を
顕
章
す
。
道
と
は
天
下

萬
民
を
控
面
す
る
の
方
也
。
術
と
い
は
ん
が
ご
と
し
。
昔
聖
王
一
代
の
礼
を
製

し
、
一
代
の
樂
を
興
す
。
礼
楽
は
聖
人
有
的
の
法
無
形
の
教
也
。
後
世
礼
を
性

に
具
す
る
の
説
出
て
、
聖
人
礼
楽
の
治
の
本
意
を
う
し
な
へ
り
。
抑
五
帝
楽
を

同
じ
く
せ
ず
。
三
王
礼
を
こ
と
に
す
。
列
聖
神
道
の
教
こ
＼
に
寓
し
、
棋
を
置

て
天
下
を
治
め
給
ひ
し
跡
、
古
書
契
を
渉
り
歴
史
に
潜
思
せ
ば
し
る
べ
し
つ
礼

亡
び
樂
そ
こ
な
は
れ
て
共
に
傳
は
ら
ず
、
白
干
に
残
る
も
其
詳
得
て
し
る
べ
か

ら
ず
と
い
へ
ど
、
其
物
其
辮
各
道
に
通
ぜ
ば
伺
べ
し
。
理
の
み
を
も
」
（
8
オ
）
て

こ
れ
を
推
さ
ば
違
へ
る
所
多
か
ら
ん
。
三
代
の
損
益
孔
子
の
蔵
し
る
べ
し
と
の

給
へ
り
。
然
る
に
孔
子
周
の
時
に
生
れ
給
へ
ば
我
は
周
に
従
は
ん
と
の
給
は
ず

や
。
い
つ
れ
に
時
王
の
制
当
時
よ
る
べ
き
事
吾
言
を
ま
た
ず
。
謹
て
按
ず
る
に

吾
大
日
本
神
代
の
道
あ
り
、
王
代
の
教
あ
り
、
中
興
武
將
の
傳
あ
り
、
文
禄
頃

の
風
あ
り
。
慶
長
已
来
御
家
一
統
に
帰
し
て
御
法
度
を
定
め
ら
れ
、
公
武
よ
り
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細
民
ま
で
皆
是
に
服
事
す
。
此
時
に
当
り
て
申
興
の
風
俗
用
捨
あ
り
。
王
風
神

道
の
見
大
に
径
庭
を
な
す
。
た
と
へ
皆
皆
の
奮
俗
し
か
り
と
も
御
定
に
違
戻
せ

ば
首
領
を
保
べ
か
ら
ず
。
況
や
海
外
万
里
古
聖
人
の
法
、
西
方
裡
曇
氏
及
び
支

那
諸
子
百
家
の
道
を
や
。
よ
く
時
世
に
権
通
し
て
是
を
操
る
べ
し
。
若
く
は
其

道
を
傳
説
L
（
8
ウ
）
し
、
問
に
答
へ
、
乃
至
心
に
味
ふ
等
は
時
禁
に
あ
ら
ず
。
私

儀
の
み
然
る
に
、
西
洋
左
道
の
言
置
制
の
あ
る
所
政
の
害
あ
る
故
也
。
敬
て
恐

避
べ
し
。
釈
氏
の
二
塁
八
宗
の
主
意
立
言
各
相
か
は
り
異
言
蜂
起
す
れ
ど
國
禁

な
し
。
但
神
出
に
及
べ
ば
刑
あ
り
。
道
に
就
て
の
事
に
渉
ら
ず
。
然
る
に
俗
家

（
マ
マ
）

偶
仰
し
て
是
を
道
と
焦
し
、
佛
道
に
帰
依
す
と
云
も
御
法
度
を
犯
さ
ば
是
を
何

と
か
い
は
ん
。
王
難
老
佛
の
学
に
指
を
廻
る
の
徒
、
必
是
を
察
せ
よ
。
大
な
れ

ば
身
を
亡
し
、
小
な
れ
ば
身
を
辱
し
む
。
抑
今
の
御
法
度
は
古
聖
人
礼
の
変

也
。
吾
幼
年
よ
り
師
を
た
つ
ね
、
書
を
よ
み
、
営
中
に
出
入
し
、
執
法
家
の
言

を
も
聞
な
れ
、
大
禮
大
法
の
行
は
る
＼
を
み
及
ぶ
に
、
條
目
細
密
に
し
て
違
へ

ば
罰
あ
り
。
順
へ
ば
賞
あ
り
。
千
差
萬
別
、
此
中
よ
り
統
」
（
9
オ
）
駅
あ
る
を
耳

目
に
す
。
今
六
旬
に
及
び
犬
馬
の
聖
駕
の
身
上
の
御
巡
は
如
何
さ
ま
に
博
せ
給

ひ
ぬ
と
早
事
、
下
と
し
て
し
る
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
平
民
を
よ
ら
し
め
給
ふ
事

は
偏
に
御
法
令
也
。
慎
ま
ざ
ら
ん
や
。
子
孫
の
為
に
警
戒
を
塗
す
ば
か
り
也
。

．
是
を
三
條
に
約
す
。
道
量
是
に
限
ら
ん
や
。
斜
影
な
る
者
を
言
の
み
。
所
謂

一
御
代
ぐ
御
法
令
を
讃
み
時
全
し
る
べ
き
事

御
開
國
よ
り
以
来
立
お
か
れ
し
武
家
諸
法
度
の
事
、
時
に
当
り
御
潤
色
あ
り
と

い
へ
ど
も
、
其
趣
キ
大
に
変
る
所
な
し
。
先
武
家
諸
法
度
と
は
公
家
諸
法
度
を

出
さ
れ
し
に
よ
り
画
工
の
目
な
る
べ
し
。
其
御
條
例
世
に
流
布
す
る
上
は
今
改

め
て
震
に
出
さ
ず
。
抑
御
家
の
事
は
三
河
已
来
御
武
篇
御
慈
悲
御
譜
第
国
華
を

以
天
下
」
（
9
ウ
）
御
創
業
の
よ
し
、
三
河
物
語
に
大
久
保
氏
申
明
せ
り
。
御
一
統

／

の
後
慶
長
元
和
其
御
主
意
に
て
立
お
か
れ
し
趣
と
窺
へ
ば
萬
世
に
御
匙
行
理
な

り
。
始
よ
り
大
目
付
御
目
付
記
法
の
職
に
守
る
所
相
傳
へ
て
日
》
 
一
に
服
忌

令
。
是
は
御
家
人
御
譜
代
の
面
ζ
佐
命
の
勲
労
に
従
事
あ
る
を
以
帯
砥
の
盟
に

准
ぜ
ら
れ
、
忍
辱
相
績
を
重
ん
ぜ
ら
る
、
由
也
。
是
を
以
下
嗣
の
法
を
立
ら
る

＼
事
和
漢
古
に
な
き
例
也
。
古
来
二
時
服
忌
令
を
用
ら
る
。
命
を
奉
り
て
南
光

坊
道
春
な
ど
二
の
丸
に
愛
し
て
是
を
議
す
。
養
父
母
三
十
日
の
忌
実
父
母
は
今

の
ご
と
し
。
天
和
の
始
、
林
家
の
議
を
命
ぜ
ら
れ
て
始
て
養
方
を
重
ん
ぜ
ら

れ
、
父
母
の
忌
服
は
等
差
な
く
実
の
親
類
は
半
減
に
降
さ
る
。
今
に
至
て
親
類

書
養
方
」
（
-
o
オ
）
を
先
と
す
。
人
の
後
な
る
時
は
実
を
捨
て
他
姓
に
属
す
れ
ば
、

義
の
あ
る
所
し
か
る
べ
し
。
昔
は
十
五
歳
よ
り
養
子
卜
し
を
、
此
岸
よ
り
十
七

已
上
と
成
ぬ
。
然
る
に
皮
歯
を
揺
す
る
頭
人
御
目
付
添
手
印
判
を
免
許
せ
ら

る
。
尤
家
系
断
絶
な
か
ら
ん
為
の
御
深
慮
な
る
欺
。
さ
れ
ば
尊
卑
内
外
を
論
ぜ

ず
、
肉
類
を
以
是
を
立
も
し
、
肉
類
其
人
な
き
は
御
家
人
の
内
を
早
事
御
法

也
。
享
保
の
始
、
令
し
て
諸
陪
臣
肉
類
に
あ
ら
ざ
る
を
心
事
を
ゆ
る
さ
れ
ず
。

是
は
養
嗣
の
法
貨
賄
を
論
じ
て
濯
濁
に
な
が
れ
し
か
ば
堅
く
制
を
加
へ
ら
る
。

下
の
智
賠
猪
に
し
て
と
り
お
や
な
ど
云
事
を
設
け
、
凡
卑
を
論
ぜ
ず
貨
賄
を
曇

り
血
豚
を
み
だ
る
の
風
長
ぜ
し
か
ば
、
人
の
子
を
養
て
養
子
に
送
る
事
ご
と
に

厳
制
あ
り
。
嫁
婆
に
当
て
も
是
を
」
（
-
o
ウ
）
禁
ぜ
ら
る
。
日
月
の
明
を
聾
す
の

輩
、
牲
く
刑
辟
に
陥
る
事
を
み
き
。
是
併
礼
法
を
蔑
如
す
る
に
起
れ
り
。
凡
、
，

御
家
人
家
を
相
濯
ぐ
事
御
奉
公
の
為
重
。
筋
目
を
御
正
シ
御
恩
沢
子
ζ
孫
ζ
に

流
し
給
は
る
事
、
乍
恐
莫
太
の
御
慈
悲
御
譜
第
を
太
切
に
な
し
給
ひ
、
且
御
家

の
固
め
な
れ
ば
、
卒
忽
に
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
御
旗
元
号
此
の
義
よ
り
天
下
を
御

握
遊
ば
し
た
る
や
、
則
御
武
篇
の
輔
翼
三
河
已
来
今
日
の
御
姿
に
あ
ら
ず
や
。

よ
っ
て
血
豚
な
き
は
御
家
人
の
内
を
乞
て
護
る
い
は
れ
也
。
是
御
當
家
家
人
父
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子
の
躰
に
し
て
、
和
漢
古
に
見
聞
事
な
き
御
重
也
。
凡
武
門
御
直
参
の
輩
は
弓

馬
諸
武
藝
を
砥
砺
し
、
不
図
の
備
に
供
す
る
事
天
職
に
ひ
と
し
。
書
算
讃
書
の

三
件
御
試
の
加
は
り
し
は
、
近
世
」
（
1
ー
オ
）
の
御
着
な
り
。
御
奉
公
に
志
す
者
、

一
日
も
怠
る
べ
か
ら
ず
。
御
直
参
其
已
下
も
出
身
の
道
也
。
誰
遇
の
風
を
羨
む

は
危
し
。
御
譜
第
諸
侯
の
家
に
も
是
を
以
諸
陪
臣
を
養
ひ
、
外
様
と
い
へ
如
是

に
な
ら
へ
り
。
諸
陪
臣
の
家
に
も
是
を
も
て
僕
従
を
統
輸
す
。
乃
至
奴
隷
に
及

ぶ
ま
で
先
主
の
仕
途
を
禁
ず
る
は
養
は
ず
。
博
変
飲
食
喧
嘩
口
論
を
い
ま
し

む
。
徒
黛
荷
携
謀
計
の
大
な
る
も
の
は
更
な
り
。
中
古
邪
宗
旨
世
に
起
り
し
か

ば
、
動
乱
の
端
と
な
り
し
ょ
り
こ
と
に
是
を
査
し
、
檀
寺
の
謹
判
に
も
る
㌧
事

菰
し
。
自
外
人
集
め
流
言
雑
説
春
鳥
禁
也
。
私
の
火
器
衣
服
の
限
大
小
の
掟
繁

多
な
る
所
法
を
よ
み
て
し
る
べ
し
。
日
本
橋
の
制
札
、
周
の
鄭
重
に
似
て
忠
孝

よ
り
は
じ
め
、
諸
事
の
掟
萬
民
を
よ
ら
し
め
ら
る
＼
う
へ
は
、
今
の
世
に
御
」

、
（
1
ー
ウ
）
法
に
そ
む
き
て
上
と
な
く
下
と
な
く
、
農
は
村
方
商
質
は
町
方
、
是
に
も

と
り
て
足
を
立
る
に
地
な
き
事
を
面
こ
ま
か
に
存
知
す
べ
し
。
抑
士
の
家
に
生

れ
、
こ
れ
に
う
と
き
は
今
日
あ
る
ぺ
け
ん
や
。
諸
組
諸
役
所
の
定
め
承
る
所
あ

り
て
立
式
は
御
書
出
し
多
端
な
れ
ば
録
せ
ず
。
し
る
せ
る
も
の
を
常
に
よ
み
諸

諦
し
、
又
は
古
老
工
法
の
人
に
窪
き
は
め
、
身
を
損
せ
ず
祖
先
を
鐵
し
め
ず
、

御
家
恩
を
報
じ
勤
王
の
志
に
曲
調
ゆ
べ
き
も
の
な
り
。

一
五
倫
を
温
め
身
を
立
べ
き
事

 
 
 
今
の
五
倫
君
臣
父
子
夫
婦
長
幼
朋
友
也
。
古
は
父
義
母
慈
兄
友
弟
恭
子

 
 
 
孝
也
。
誤
審
別
に
試
す
。
患
い
ふ
所
は
新
義
の
五
倫
親
義
別
序
信
な
り
。

 
 
 
御
法
今
義
に
も
と
つ
か
れ
し
故
し
か
り
。
」
（
1
2
オ
）

 
 
父
子
有
親

一
父
母
こ
れ
を
う
み
、
師
是
を
教
へ
、
君
是
を
養
へ
り
。
先
父
母
の
う
め
る
に

川
越
市
立
図
書
館
蔵
『
芙
蓉
楼
玉
屑
』
 
（
上
）
一
翻
刻
と
解
題
i

う
け
つ
ぎ
て
よ
く
父
母
に
つ
か
ゆ
る
を
孝
と
す
。
天
地
の
間
父
母
な
き
の
國
な

く
父
母
な
き
の
子
な
し
。
孝
は
天
下
に
達
す
る
い
は
れ
也
。
父
子
は
親
し
み
を

本
と
す
。
た
と
へ
父
母
あ
や
ま
ち
あ
り
共
、
正
し
く
は
い
さ
め
ず
。
怒
に
ふ
れ

て
し
た
し
み
の
お
と
ろ
へ
ん
こ
と
を
青
る
れ
ば
也
。
た
と
へ
怒
ら
る
と
も
わ
が

い
ふ
所
の
あ
し
か
る
こ
と
を
思
ひ
か
へ
し
、
や
は
ら
ぎ
い
さ
む
。
幾
た
び
も
心

を
つ
く
し
、
遂
に
う
け
給
は
ぬ
に
至
る
と
も
、
い
さ
＼
か
う
ら
む
る
ふ
し
な
か

る
べ
し
。
父
母
の
心
に
順
な
る
事
本
也
。
又
父
も
子
を
逼
る
事
は
あ
れ
ど
、
萬

の
伎
藝
乃
至
学
問
等
の
う
へ
を
自
ら
授
く
べ
か
ら
ず
。
怒
に
ふ
れ
て
恩
を
そ
こ

な
ふ
事
を
慮
か
れ
ば
也
。
善
を
溜
る
事
は
朋
友
の
道
に
し
て
父
子
は
し
か
せ

ず
。
」
（
1
2
ウ
）
さ
れ
ど
放
蕩
な
る
を
打
お
き
身
を
陥
ら
し
む
る
は
不
徳
也
。
そ
れ

が
為
に
師
を
え
ら
び
友
を
与
へ
て
切
磋
の
教
を
立
る
古
の
道
也
。
子
を
か
へ
て

教
ゆ
と
も
あ
る
ぞ
か
し
。
父
は
義
方
を
教
へ
、
母
は
慈
愛
を
も
て
養
育
し
、
子

は
孝
を
も
て
こ
れ
に
報
ず
。
是
を
順
と
す
。
た
と
へ
如
何
な
漏
父
母
あ
り
共
子

た
る
の
職
思
ひ
を
尽
す
べ
し
。
父
子
は
天
性
と
て
私
な
き
も
の
也
。
只
親
を
は

な
れ
ざ
る
は
其
道
也
。
さ
れ
ど
愛
に
の
み
お
ぼ
れ
て
師
友
を
も
あ
た
へ
ず
、
悪

友
に
随
喜
せ
し
め
、
飽
暖
逸
書
し
、
生
長
し
て
身
を
う
し
な
は
し
む
る
は
義
甘

党
に
か
け
ぬ
べ
・
し
。
父
母
の
子
を
思
ふ
は
至
ら
ぬ
く
ま
も
な
し
。
子
を
も
ち
て

こ
そ
子
も
し
る
べ
し
。
其
心
を
思
は
ゴ
子
成
も
の
孝
を
思
は
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。

父
母
を
愛
す
る
事
ふ
か
き
も
の
は
其
人
必
和
氣
あ
り
。
面
色
言
語
こ
れ
に
し

た
」
（
1
3
オ
）
が
ふ
。
形
も
う
る
は
し
。
如
此
三
権
具
足
し
て
他
人
に
も
み
ゆ
。
父

母
に
順
な
る
の
鯨
り
也
。
抑
孝
に
三
時
あ
り
。
家
に
あ
る
時
は
父
母
に
よ
く
つ

か
へ
、
官
に
あ
る
時
は
よ
く
奉
公
を
属
ま
し
、
公
事
を
み
る
事
私
事
の
ご
と

く
、
家
を
忘
れ
て
君
に
忠
す
。
さ
れ
ば
忠
臣
は
孝
子
の
門
に
も
と
む
共
見
え
た

り
。
君
に
得
ら
る
、
時
は
身
を
青
雲
に
致
し
、
民
に
利
澤
を
施
こ
し
、
身
を
立
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家
を
興
し
名
を
後
世
ま
で
も
留
め
て
、
某
が
子
よ
と
父
母
を
顕
し
あ
ぐ
る
事
、

是
始
終
の
孝
也
。
よ
っ
て
父
母
も
子
を
教
ゆ
る
方
を
つ
、
し
む
べ
し
。
凡
人
世

百
行
孝
を
上
と
す
。
孔
子
孝
経
の
述
作
な
さ
し
め
給
ふ
。
其
詞
に
補
導
は
春
秋

吾
行
は
孝
経
と
の
給
へ
り
。
古
の
聖
王
孝
道
を
も
て
海
内
を
し
ろ
し
め
す
事
、

古
典
に
見
て
し
る
べ
し
。
父
母
在
世
は
い
ふ
に
や
及
ぶ
。
没
後
と
い
ふ
と
も

孝
」
（
爲
ウ
）
を
行
べ
し
と
見
え
た
り
。
す
べ
て
親
戚
朋
友
長
幼
の
交
一
孝
立
て
萬

善
具
す
。
聖
の
教
あ
ふ
ぐ
べ
し
。
上
一
人
よ
り
始
、
万
姓
順
従
し
て
洩
る
事
な

し
。
天
下
の
順
路
こ
れ
に
回
る
も
の
な
し
。
よ
っ
て
不
孝
の
罰
は
天
地
ひ
ろ
し

と
い
へ
共
入
ル
所
な
し
と
見
え
た
り
。
御
法
の
免
さ
ゴ
る
所
感
。
そ
れ
父
子
し

た
し
め
て
一
家
治
る
。
一
孝
國
に
明
か
に
し
て
一
國
の
父
子
順
也
。
里
道
を
も

て
天
下
を
治
れ
ば
、
上
下
和
睦
す
。
民
う
ら
み
な
し
。
教
の
本
な
れ
ば
一
旦
の

尽
し
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

 
 
君
臣
有
義

士
の
世
に
、
堤
し
て
養
を
駆
る
所
君
也
。
養
に
あ
ら
ざ
れ
ば
今
日
な
し
。
君
の
貴

き
い
は
れ
也
。
道
を
学
び
礼
楽
身
に
あ
り
天
下
住
家
に
行
は
ん
に
、
君
に
就
に

あ
ら
ざ
れ
ば
あ
た
は
ず
。
君
を
尭
舜
に
い
た
し
、
民
人
を
雍
煕
の
化
に
浴
」

（
1
4
オ
）
せ
し
む
る
君
に
つ
か
で
は
導
べ
け
ん
や
。
君
臣
の
相
合
事
い
に
し
へ
よ
り

難
し
と
す
。
た
と
へ
不
遇
な
り
共
礼
を
尽
し
義
を
守
り
君
を
後
に
す
る
は
忠
に

あ
ら
ず
。
今
の
忠
と
い
ふ
は
大
や
う
忠
に
あ
ら
ず
。
己
を
清
く
し
君
の
悪
を
あ

ら
は
す
や
お
ほ
か
か
。
己
を
す
て
＼
君
の
為
に
専
ら
な
る
を
い
ふ
。
論
語
墨
型

子
文
を
仲
里
の
仰
あ
り
し
所
思
ふ
べ
し
。
公
事
を
み
る
事
私
事
の
ご
と
く
す
る

を
能
身
を
致
す
と
す
。
己
を
立
て
当
理
を
い
ひ
、
君
の
過
失
を
狢
す
。
過
量
に

あ
ら
ず
。
愛
と
忠
と
の
差
別
あ
り
。
君
を
愛
す
る
も
忠
に
あ
ら
ざ
る
に
は
あ
ら

ず
。
忠
の
実
は
ヨ
を
汗
し
君
を
善
道
に
導
き
心
を
尽
す
を
忠
と
す
。
籾
君
臣
有

義
と
は
、
君
は
先
君
の
義
を
守
り
臣
を
つ
か
ふ
事
に
し
て
、
臣
も
再
臨
を
も
て

君
に
事
る
事
理
。
義
を
義
理
と
の
み
取
べ
か
ら
ず
。
大
に
事
に
害
あ
り
。
古

の
」
（
1
4
ウ
）
君
臣
義
理
を
陳
ず
る
は
其
世
く
の
先
王
の
義
に
よ
れ
り
。
勃
卒
の

理
屈
に
あ
ら
ず
。
た
と
へ
君
く
た
ら
ず
と
も
臣
以
臣
た
れ
と
こ
そ
聞
え
た

れ
。
又
三
諌
し
て
聴
れ
ざ
る
時
は
去
と
い
ふ
事
、
中
土
の
義
也
。
吾
方
に
な
き

所
也
。
ロ
ハ
諸
陪
臣
の
上
は
其
制
に
あ
ら
ず
。
斜
酌
す
る
所
、
和
漢
義
を
昊
に
し

て
今
古
風
た
が
へ
り
。
平
日
智
識
に
講
明
し
古
を
し
り
て
今
を
計
る
べ
し
。

 
 
夫
婦
有
別

．
夫
婦
は
萬
世
の
始
、
男
女
鳩
居
は
人
の
大
倫
也
。
夫
は
和
し
婦
は
従
ふ
。
し
か

も
別
を
貴
ぶ
。
別
と
は
、
夫
は
夫
の
事
を
な
し
、
婦
は
婦
の
道
を
つ
と
め
、
人

の
妻
我
妻
、
人
の
夫
我
夫
の
差
別
あ
る
等
也
。
閨
門
の
内
導
出
の
行
は
る
＼
所

也
。
不
行
義
に
し
て
淋
第
治
ま
ら
ざ
る
時
は
道
行
は
れ
ず
。
家
治
る
べ
か
ら

ず
。
」
（
1
5
オ
）
女
は
外
事
を
い
は
ず
、
男
は
内
事
を
い
は
ず
。
関
雌
の
風
は
夫
妻

に
基
き
、
情
は
至
て
し
か
な
れ
た
る
方
な
き
を
称
せ
り
。
色
に
耽
り
野
合
し
禮

に
よ
ら
ざ
る
は
論
ず
る
所
あ
ら
ず
。
臣
の
綱
は
君
国
。
子
の
綱
は
空
也
。
婦
の

綱
は
夫
也
。
是
を
三
綱
と
す
。
三
綱
紀
な
き
時
は
國
焉
ぞ
治
ま
ら
ん
。
抑
婦
に

三
の
出
さ
ゴ
る
あ
り
、
七
の
去
法
あ
り
。
但
子
な
け
れ
ば
去
と
い
ふ
は
漢
也
。

後
な
き
が
為
也
。
至
て
重
事
と
す
。
．
今
の
養
嗣
は
後
あ
る
也
。
中
を
と
り
、
権

に
通
じ
て
事
に
醜
し
、
家
を
治
む
べ
し
。

 
 
長
幼
有
序

年
長
は
父
に
ち
か
し
。
大
臣
は
君
に
ち
か
し
。
幼
稚
は
子
に
ち
か
し
。
我
属
の

み
に
あ
ら
ず
。
敬
す
べ
し
愛
す
べ
し
。
ま
し
て
我
親
族
を
や
。
諸
生
昆
弟
卑
幼

吾
が
同
胞
血
肉
の
分
れ
な
る
も
の
を
や
。
幼
者
長
者
を
あ
な
ど
り
し
の
が
ず
、

長
者
の
指
」
（
1
5
ウ
）
磨
に
し
た
が
は
ゾ
心
行
、
あ
し
き
か
た
は
じ
め
よ
り
な
ら
は
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し
き
た
ら
ず
。
孝
順
の
道
を
し
り
て
我
意
に
つ
の
る
か
た
遠
か
る
べ
し
。
あ
ら

か
じ
め
幼
者
に
は
孫
弟
を
教
導
し
、
驕
る
心
寄
、
奢
る
形
の
な
り
は
じ
む
る
事

を
制
す
べ
し
。
二
葉
に
て
研
す
斧
を
用
ゆ
と
い
へ
り
。
又
長
者
も
卑
幼
を
恵
む

道
を
明
め
し
ら
ば
、
長
幼
各
次
第
あ
り
て
家
と
＼
の
ふ
べ
し
。
親
族
む
つ
ま
じ

か
る
べ
し
。

 
 
朋
友
有
徳

門
を
同
じ
く
し
て
物
学
び
す
る
を
朋
と
い
ひ
、
志
を
善
導
に
合
せ
て
道
を
行
を

友
と
す
。
同
行
同
志
の
善
友
を
え
て
交
る
時
は
、
善
に
移
り
過
を
も
撮
む
る
に

安
か
る
べ
し
。
此
際
の
交
に
は
か
り
に
も
虚
言
す
べ
か
ら
ず
。
要
約
を
守
る
べ

し
。
善
を
責
る
は
朋
友
の
道
な
れ
ば
み
す
ぐ
す
べ
か
ら
ず
。
」
（
お
オ
）
又
諌
る
人

あ
る
は
身
の
幸
也
。
謹
て
其
言
を
嫁
く
べ
し
。
人
な
く
ば
求
む
べ
し
。
好
め
ば

い
で
く
る
も
の
也
。
今
の
世
と
な
り
て
朋
友
の
道
あ
る
が
ご
と
く
な
き
に
似
た

り
。
人
く
善
柔
を
友
と
し
、
或
は
飲
博
の
交
を
結
び
、
乱
舞
翠
黛
を
た
し
む
の

み
。
聞
得
る
所
の
善
は
な
く
、
性
を
醸
す
所
日
に
一
日
よ
り
甚
し
。
た
と
へ

諌
る
所
あ
る
も
、
土
を
以
塊
を
う
っ
、
彼
は
是
よ
り
ま
さ
れ
る
の
み
。
博
士
の

志
あ
ら
ん
は
良
友
を
求
め
て
父
と
し
事
へ
、
師
と
し
っ
か
へ
、
兄
と
し
て
事
ふ

べ
し
。
抜
草
の
指
揮
を
う
く
べ
き
事
書
隊
の
言
の
あ
る
所
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば

師
と
云
も
朋
友
の
列
に
し
て
、
其
尊
父
と
君
と
に
ひ
と
し
。
色
勢
財
の
交
は

時
に
変
ず
。
道
と
志
と
の
友
は
世
に
稀
な
る
も
の
な
り
。
し
た
ひ
て
も
慕
は

し
、
求
め
て
も
求
た
き
も
の
也
。
上
中
下
に
わ
た
り
良
友
あ
る
も
の
は
身
を
保

（
マ
マ
）

ち
宗
を
安
ん
ず
。
人
は
後
に
目
な
き
L
（
1
6
ウ
）
も
の
也
。
直
心
の
侭
に
し
て
事
の

鑑
な
く
ば
、
柱
に
膠
し
舟
を
刻
め
り
。
良
朋
良
友
を
え
て
従
事
せ
ん
は
智
の
至

り
也
。
是
に
交
る
の
道
、
信
を
本
と
す
。

 
 
学
問
を
す
る
心
得
の
事

川
越
市
立
図
書
館
蔵
『
芙
蓉
楼
玉
屑
」
 
（
上
）
一
翻
刻
と
解
題
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ラ

士
の
箕
装
を
つ
ぎ
て
産
業
を
疑
ひ
、
身
を
立
、
家
を
興
す
事
は
固
よ
り
也
。
萄

も
文
に
う
と
き
は
、
盲
者
に
し
て
平
な
く
、
闇
夜
の
燭
な
き
に
比
す
。
た
と
ヘ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
ク

生
質
の
美
な
る
も
一
己
の
身
を
克
す
る
の
み
。
史
家
の
用
に
当
る
べ
か
ら
ず
。

三
代
に
は
二
士
の
法
あ
り
。
郷
の
三
物
を
も
て
士
を
賓
興
す
。
人
の
才
傑
出
是
馳

に
よ
り
て
上
に
顕
は
る
。
大
学
の
教
は
三
善
並
挙
し
て
天
下
の
耳
目
を
一
的
に

関
注
す
。
道
に
す
㌧
み
徳
を
な
す
。
礼
楽
の
教
言
葉
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
礼

亡
楽
滅
し
て
秦
漢
よ
り
已
来
古
聖
人
の
教
僅
ぐ
書
の
み
に
残
れ
り
。
晋
六
朝
陪

唐
宋
元
明
皆
吏
」
（
1
7
オ
）
治
に
か
り
て
威
福
を
な
し
、
徳
化
の
沙
汰
有
が
ご
と
く

無
が
ご
と
し
。
道
教
の
み
一
己
を
治
め
、
佛
禅
欄
を
成
す
。
兵
家
申
韓
評
説
を

（
マ
マ
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ

馳
聴
し
、
刻
剥
少
恩
を
旨
と
し
、
人
心
を
柔
く
。
先
秦
接
骨
漢
魏
の
間
は
文
言

猶
行
は
れ
、
特
恩
著
書
百
家
各
一
家
言
を
と
ゴ
む
。
人
心
百
分
千
裂
終
に
阪
着

な
く
、
注
疏
家
各
傳
る
所
を
の
べ
、
邪
説
新
論
こ
＼
に
縦
横
す
。
宋
に
至
、
理

学
心
学
の
沙
汰
あ
り
て
禅
と
衡
を
争
へ
り
。
古
聖
人
の
道
直
指
見
性
の
ご
と
く

に
変
ず
。
変
極
ま
り
て
古
文
僻
と
成
、
陳
験
厳
羽
が
輩
詩
文
の
眼
を
開
古
し
、

王
李
諸
人
呼
偶
す
。
諸
子
の
俊
畿
な
る
、
こ
＼
に
委
乱
せ
り
。
間
ζ
性
理
の
道

を
執
ず
、
宋
の
は
じ
む
る
所
居
敬
窮
理
、
庶
人
よ
り
し
て
聖
霊
に
至
る
の
科
を

立
ら
る
。
理
は
或
は
し
か
ら
ん
。
然
共
一
人
前
聖
人
向
来
」
（
1
7
ウ
）
出
る
事
な
き

は
何
ぞ
や
。
古
学
は
人
君
子
と
成
を
学
成
就
と
す
。
古
書
し
か
な
り
。
学
て
聖

と
な
る
と
い
ふ
は
、
佛
教
と
抗
す
れ
ば
也
。
学
の
並
置
春
夏
秋
冬
の
ご
と
し
。

三
代
の
教
は
文
武
科
を
分
た
ず
、
才
徳
其
賦
を
挙
す
。
秦
漢
武
断
を
専
に
し
、

文
教
を
迂
と
す
。
然
共
営
時
孝
廉
の
挙
古
意
に
ち
か
し
。
唐
は
詩
を
も
て
士
を

 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

挙
す
。
風
雅
の
絵
闇
あ
り
。
今
の
清
人
人
を
武
職
と
し
、
漢
人
を
畳
職
に
補

す
。
中
華
聖
人
の
國
に
し
て
如
三
韓
化
す
。
皆
時
論
の
軌
物
な
れ
ば
、
彼
が
古

道
の
興
ら
ざ
る
、
我
と
ひ
と
し
。
礼
楽
亡
ぶ
る
後
、
さ
す
が
に
唐
山
治
を
聖
教
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に
か
り
、
学
校
を
設
け
、
科
挙
を
立
。
猶
野
風
世
俗
存
せ
る
歎
。
郷
試
秀
才
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

よ
り
起
て
学
士
と
成
、
閣
老
に
至
る
。
世
録
に
非
ず
と
い
へ
共
猶
栄
と
す
。
功

名
を
好
む
の
士
、
望
を
青
雲
に
か
く
。
卿
相
に
種
な
け
れ
ば
也
。
我
」
（
1
8
オ
）
王

 
 
 
 
（
マ
マ
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

朝
に
も
淳
和
弊
学
両
院
の
設
貴
介
文
を
操
り
賜
比
、
試
筆
郡
縣
に
立
、
明
法
明

経
文
章
等
の
出
身
或
は
國
守
の
任
に
登
ル
を
以
、
地
下
と
い
へ
ど
も
申
文
に
及

ぶ
。
美
な
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
り
し
を
、
武
将
中
興
三
尊
斯
文
地
を
梯
ひ
、
其

後
海
事
分
崩
す
。
御
当
家
に
至
、
左
文
右
武
兼
備
の
令
あ
り
。
然
共
冠
婚
喪
祭

國
俗
に
ま
か
せ
、
諸
士
上
に
陳
ず
る
ご
と
く
、
御
譜
第
御
家
人
同
仁
の
御
恩
澤

に
浴
し
、
昇
り
て
降
る
の
道
な
く
、
下
り
て
昇
る
の
時
な
し
。
世
禄
世
家
な
る

を
以
、
た
と
へ
聖
人
民
間
に
生
ず
と
も
只
一
郷
一
郡
の
師
あ
る
は
一
国
の
衿
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

の
み
。
且
其
道
吾
道
に
あ
ら
ず
、
牲
ぐ
方
柄
讐
飯
塚
塞
拝
格
す
。
中
葉
切
支
丹

と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
宗
旨
を
遇
し
僧
を
讃
と
す
。
茶
毘
を
隠
坊
に
ま
か
せ
」

（
1
8
ウ
）
引
導
を
住
持
に
任
す
。
服
を
も
服
せ
ず
名
の
み
行
は
れ
て
精
進
月
に
営

む
世
風
私
儀
を
容
る
事
あ
た
は
ず
。
儒
者
是
を
歎
き
、
葬
礼
を
私
議
し
、
髪
剃

を
争
ひ
、
戒
号
を
受
て
佛
弟
子
と
な
る
を
恥
る
の
類
、
皆
御
太
法
を
通
じ
し
ら

ず
犯
す
も
の
如
何
ぞ
や
。
牌
前
に
魚
肉
を
そ
な
へ
、
年
季
を
不
吊
、
大
に
愚
民

の
為
に
怪
み
を
う
く
。
諸
侯
太
夫
は
と
も
あ
れ
、
庶
人
の
分
際
に
て
分
を
し
ち

ぎ
る
に
阪
す
。
士
も
大
耳
は
俗
に
し
た
が
ふ
や
よ
か
ら
ん
か
し
。
末
世
な
れ
ば

也
。
す
べ
て
二
軍
老
荘
い
つ
れ
に
従
事
す
る
も
禁
な
し
。
心
を
養
ひ
志
を
安
む

ず
る
は
所
好
に
し
た
が
ふ
べ
し
。
但
御
大
法
を
元
と
し
今
日
に
順
べ
し
。
是
に

た
が
ふ
事
は
避
べ
し
。
況
人
倫
を
明
め
忠
孝
を
青
み
、
驕
奢
逸
遊
を
止
め
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

衣
服
乗
輿
制
を
守
、
従
者
嫁
婦
清
簾
」
（
1
9
オ
）
の
沙
汰
等
、
、
皆
今
日
の
御
定
也
。

徒
黙
荷
捲
謀
計
櫓
下
よ
る
べ
か
ら
ず
。
服
忌
の
等
差
、
親
船
の
親
疎
、
経
文
昭

穆
の
季
題
。
平
常
講
明
す
べ
し
。
忽
に
覚
え
て
越
度
あ
り
し
も
多
ζ
見
侍
り

し
。
殊
に
養
嗣
の
一
条
上
に
陳
ぜ
り
。
鶴
整
の
圃
の
射
は
周
の
制
也
。
人
の
後

た
る
者
半
退
か
ば
、
今
の
御
家
人
十
に
八
九
は
養
嗣
也
。
時
制
也
。
干
て
議
す

る
事
な
か
れ
。
．
随
儒
牲
ζ
御
政
事
を
議
す
。
或
は
筆
に
著
し
書
を
成
す
。
執
法

の
諮
を
う
け
ば
刑
鐵
ま
の
あ
た
り
也
。
眉
を
ひ
そ
む
る
ぞ
多
き
。
こ
と
に
心
を

用
ゆ
べ
き
は
程
朱
二
公
の
学
、
天
文
神
道
軍
学
火
器
立
教
日
蓮
宗
也
。
近
世
古

文
辞
の
学
興
ル
。
一
得
一
失
。
末
学
大
言
し
世
教
を
訂
す
。
放
蕩
不
羅
を
以
途

と
す
。
危
哉
。
宜
慎
謹
を
加
へ
て
話
法
を
犯
す
べ
か
ら
ず
。
学
人
を
算
し
め

ず
、
学
者
学
を
病
し
む
。
古
を
学
て
」
（
1
9
ウ
）
仁
礼
を
し
り
、
国
法
を
よ
み
て
今

に
順
は
ゴ
、
今
の
世
に
貸
し
て
順
流
の
乱
世
。
楽
ま
ざ
ら
ん
や
。
仁
寛
の
御
世

何
の
畏
か
あ
る
べ
き
。

 
寛
延
元
年
冬
十
一
月
芙
蓉
道
人
鳴
鳳
卿
識

 
寳
暦
五
年
冬
十
一
月
 
 
 
源
鼎
卿
謹
寓
」
（
2
0
オ
）

（
白
紙
）

」
（
2
0
ウ
）

慮
世
訓
示
蒙
総
論

 
 
 
錦
江
先
生
述
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
源
鼎
卿
校

御
法
令
を
し
り
て
今
の
世
に
塵
す
べ
き
事
勿
論
也
。
」
是
則
牲
聖
三
代
の
法
な
る

事
を
人
み
な
心
得
ず
。
禮
は
等
差
を
定
む
。
尊
卑
を
わ
か
つ
も
の
也
。
人
ぐ
己

ζ
が
馬
上
を
し
る
事
第
一
な
る
を
以
、
國
法
の
源
を
し
ら
ざ
る
時
は
其
な
が
れ

た
と
へ
理
に
当
る
と
も
取
べ
か
ら
ず
。
昔
孔
子
周
に
牲
て
礼
を
老
購
に
と
は
せ

給
ふ
。
老
子
は
周
の
柱
下
史
な
れ
ば
國
の
典
故
に
通
じ
給
ひ
し
故
也
。
境
に
入

て
禁
を
と
ひ
、
大
廟
に
し
て
毎
事
に
と
ふ
。
皆
禮
に
た
が
は
じ
と
也
。
当
時
御

一
代
の
礼
、
御
大
法
の
外
に
立
ら
れ
た
る
露
な
し
。
是
を
学
ぶ
は
國
家
の
故
を
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し
り
身
を
全
ふ
す
る
也
。
況
や
御
定
目
諸
法
度
万
民
を
統
御
遊
ば
す
所
、
刑

名
」
（
2
二
二
）
其
中
に
あ
り
。
漢
土
の
律
も
五
等
の
親
よ
り
軽
重
を
定
め
て
、
し
か

も
其
代
の
律
あ
り
。
し
た
が
は
ざ
る
時
は
危
し
。
御
当
家
の
大
命
此
に
あ
れ
ば

忽
に
す
べ
け
ん
や
。
籾
左
文
右
武
の
御
定
に
し
た
が
ひ
、
牲
聖
の
言
行
、
再
訂

経
済
の
事
跡
、
是
非
得
失
を
象
る
所
、
第
一
自
己
の
熱
る
所
、
学
閥
を
す
て
、

し
る
べ
き
に
あ
ら
ず
σ
人
生
な
が
ら
し
る
事
な
し
。
孔
子
の
聖
猶
学
び
給
へ

り
。
歴
史
諸
子
百
家
も
前
事
は
後
事
の
鏡
也
。
聡
明
を
開
か
ざ
れ
ば
理
を
鞭
て

馬
耳
の
風
也
。
非
に
順
て
是
と
し
、
是
を
聞
て
非
と
す
。
殊
に
五
倫
の
事
は
今

日
の
急
務
、
日
舟
の
事
に
し
て
、
．
た
れ
か
こ
れ
に
よ
ら
ざ
ら
ん
。
学
は
人
に
ほ

こ
る
が
為
に
あ
ら
ず
。
己
が
為
な
れ
ば
、
古
人
の
格
言
を
摘
て
も
こ
れ
を
し
ら

ば
、
交
際
の
亀
鑑
心
中
の
腱
断
な
る
べ
き
も
の
也
。
つ
と
め
て
講
明
す
べ
し
。

孝
悌
忠
」
（
2
ー
ウ
）
信
此
内
よ
り
成
て
君
子
の
道
に
も
を
さ
く
す
＼
む
べ
し
。
凡

今
の
学
昊
方
の
虜
位
あ
り
、
古
今
の
時
宜
あ
り
。
博
覧
の
後
能
勘
弁
を
も
み
つ

か
ら
な
し
、
講
究
を
も
人
と
共
に
し
、
専
ら
御
法
に
そ
む
か
ず
、
和
漢
の
古
轍

に
も
し
み
て
着
せ
ず
、
今
の
世
に
あ
り
て
も
時
俗
に
能
変
通
し
、
上
は
貴
人
よ

り
下
が
下
に
至
る
ま
で
是
を
心
に
し
め
て
、
萬
に
早
早
な
く
上
下
に
尤
怨
あ
ら

ぬ
行
を
え
ば
、
君
子
盛
徳
の
す
が
た
庶
幾
す
べ
く
、
不
賭
放
埼
の
か
た
自
ら
遠
「

ざ
か
る
べ
き
も
の
な
り
か
し
。

 
附
記

己
を
脩
る
は
学
の
本
組
。
不
能
を
教
も
仁
の
は
し
也
。
世
界
に
人
多
し
。
人
も

よ
か
れ
と
翼
ふ
は
君
子
温
良
の
道
な
る
べ
し
。
こ
と
に
子
弟
を
障
る
事
長
者
の

職
也
。
子
を
出
る
の
累
増
は
上
に
述
す
。
」
（
2
2
オ
）
昭
代
寛
永
の
比
儲
君
の
御
う

し
ろ
み
と
し
て
、
土
井
酒
井
青
山
の
普
賢
を
智
仁
勇
に
あ
て
㌧
撰
ま
せ
給
ひ
、

教
導
ま
し
く
け
る
と
や
。
潭
あ
る
事
な
が
ら
一
世
の
明
主
と
は
な
ら
せ
給
ひ

川
越
市
立
図
書
館
蔵
『
芙
蓉
楼
玉
屑
」
 
（
上
）
一
翻
刻
と
解
題
一

ぬ
。
又
明
暦
に
も
肥
後
殿
野
口
殿
御
う
し
ろ
み
と
し
て
、
阿
王
氏
な
ど
守
立
奉

ら
れ
し
ょ
り
、
貞
観
政
要
な
ど
常
に
御
ら
ん
じ
置
て
は
、
御
左
右
の
あ
や
ま
ち

あ
れ
ば
政
要
に
た
が
へ
る
よ
な
ど
い
と
き
な
く
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
ょ
り
、
仰
ご

と
あ
り
け
る
と
や
。
亦
一
世
の
御
仁
主
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
也
。
な
べ
て
諸

家
に
も
此
趣
を
も
て
家
ζ
の
教
導
と
せ
し
故
、
其
後
諸
侯
太
夫
に
仁
賢
も
聞
え

し
。
下
ま
た
是
に
な
ら
ひ
て
士
風
今
の
す
が
た
に
あ
ら
ず
と
う
け
給
は
る
。
太

平
百
鯨
歳
、
般
楽
怠
夏
日
く
に
つ
の
り
、
多
分
は
女
子
婦
人
の
手
に
の
み
生
長

の
」
（
2
2
ウ
）
武
士
武
氣
は
漸
ζ
に
ゆ
る
び
、
柔
弱
雅
意
世
を
追
て
長
じ
、
御
太
法

は
壁
上
に
か
＼
り
、
筆
記
家
傳
は
文
箱
の
そ
こ
に
し
み
の
栖
と
な
り
、
こ
と
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
マ
）

中
下
は
日
夜
耳
に
縛
め
に
み
る
所
、
歌
舞
雑
戯
俗
楽
淫
風
に
の
み
そ
み
行
、
礼

楽
皆
芝
居
の
う
へ
よ
り
出
た
り
。
世
に
も
て
は
や
す
所
は
六
十
郎
が
紋
、
沢
の

丞
が
帽
子
、
彦
三
が
頭
巾
、
市
松
が
染
な
ど
号
す
る
ぞ
お
ほ
き
。
傾
城
遊
君
の

風
女
子
に
移
り
、
髪
を
も
服
を
も
冷
感
に
か
ざ
り
、
人
に
後
れ
ん
こ
と
を
恐

れ
、
姻
草
入
姻
管
萬
の
調
度
皆
是
に
化
し
、
こ
と
に
甚
し
き
は
、
近
世
便
謡
宮

古
路
を
競
ひ
、
男
女
の
情
を
蕩
し
、
た
と
へ
聖
人
溢
出
と
も
教
化
を
も
て
移

す
べ
か
ら
ず
。
子
を
教
ル
の
道
親
と
し
て
思
は
ざ
る
は
な
き
も
、
衆
口
金
を

燦
に
た
へ
ず
。
こ
と
に
女
子
を
教
ル
の
道
世
に
す
た
れ
て
貞
静
の
適
地
に
墜
た

り
。
」
（
2
3
オ
）
教
は
一
旦
に
行
は
る
、
も
の
に
あ
ら
ず
。
仁
者
も
世
に
し
て
化
す

る
習
、
出
生
己
前
よ
り
そ
み
き
た
れ
る
所
、
童
男
童
女
淫
心
尤
早
く
、
漸
喪
の

あ
ま
り
男
は
介
し
て
病
み
、
女
は
嫁
し
て
事
を
生
ぜ
ざ
れ
ば
姑
に
事
ル
の
道
を

し
ら
ず
、
勃
渓
の
み
多
く
乃
至
短
命
也
。
た
ま
く
胎
に
あ
る
も
、
う
ま
れ
て

牛
を
稻
の
氣
な
く
影
子
を
み
る
が
ご
と
し
。
あ
る
は
客
気
寛
活
短
慮
の
致
す

所
、
礼
義
と
い
ふ
こ
と
を
わ
き
ま
へ
ず
、
父
兄
の
教
に
従
は
ず
。
或
は
義
方
の

家
に
人
の
後
た
る
は
欝
退
し
て
天
す
。
又
は
無
頼
の
徒
と
な
れ
る
も
あ
り
。
幾

（ 103 ）



千
万
と
な
く
如
此
は
哀
む
べ
し
。
古
へ
は
胎
教
を
だ
に
あ
ら
か
じ
め
せ
し
人
を

軌
物
に
入
る
事
性
を
そ
こ
な
は
し
め
し
と
也
。
躾
厳
な
ら
ず
し
て
こ
れ
に
よ
ら

し
む
る
の
法
か
ね
て
お
も
ひ
わ
く
べ
き
右
の
な
ら
ず
や
。
今
も
家
に
よ
り
人
に

よ
り
」
（
2
3
ウ
）
さ
の
ご
と
く
な
る
あ
り
。
沙
申
の
金
を
み
る
た
ぐ
ひ
も
牲
ζ
に
あ

る
ぞ
か
し
。
是
み
な
身
の
修
れ
る
よ
り
物
情
に
通
じ
偏
固
な
ら
ざ
る
が
う
へ
に

あ
り
。
さ
れ
ば
い
つ
れ
の
時
に
し
て
も
道
は
行
は
る
べ
き
に
や
。
廣
く
施
す
と

小
に
行
と
の
差
の
み
。
武
の
暇
に
は
、
文
事
に
て
も
和
歌
に
て
も
萬
好
む
所
、

性
を
養
ふ
事
に
し
た
が
ひ
、
心
よ
す
る
や
よ
か
ら
ん
。
明
寿
院
の
う
た
に
、

 
 
う
た
ひ
ま
ひ
拍
子
も
少
し
し
り
て
我
が
家
に
あ
ら
ぬ
は
す
ぐ
れ
ぬ
も
よ
し

誠
に
名
賢
の
聲
口
な
り
。
四
民
各
業
あ
り
。
其
業
に
す
さ
み
て
隣
を
う
ら
や
む

は
祖
先
に
う
け
し
本
意
に
あ
ら
ず
。
士
は
文
武
、
農
は
力
田
、
商
質
は
逐
利
、

い
つ
れ
も
こ
れ
を
精
錬
し
、
鯨
力
を
も
て
他
を
学
ぶ
べ
し
。
倶
に
御
法
令
を
わ

す
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
2
4
オ
）

 
 
（
臼
紙
）
 
 
 
 
 
 
 
」
（
寄
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
未
完
）
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注
（5） （4） （3） （2） （1）（6）

本
文
「
へ
」
i
「
る
」
 
（
墨
）

本
文
「
譲
」
1
「
諸
」
 
（
朱
）

本
文
字
体
不
明
-
回
書
「
従
か
」
 
（
朱
）

本
文
「
雅
」
i
「
我
」
 
（
朱
）

本
文
こ
の
部
分
欠
一
行
間
に
「
礼
楽
の
教
言
葉
の
及
ふ
所
に
あ
ら

す
」
 
（
朱
）
と
補
入
。

本
文
「
等
差
」
一
行
間
に
「
等
差
」
 
（
朱
）
と
楷
書
で
補
記
。


